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関税法第６９条の４第１項の規定による経済産業大臣に対する 

意見の求めに係る申請手続等について 

～不正競争防止法第２条第１項第１号、第２号及び第３号に関する申請手続～ 

（お知らせ） 

 

 

 

平成２３年１２月 

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 

 

 

関税法第６９条の４第１項又は第６９条の１３第１項の規定による経済産業

大臣に対する意見の求めに係る申請手続等は、下記のとおり取り扱うこととし

ましたので、お知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．申請 

(1) 申請事務の取扱い 

関税法第６９条の４第１項又は第６９条の１３第１項の規定による経済

産業大臣の意見を求める旨の申請は、経済産業省経済産業政策局知的財産政

策室に行うものとする。郵送による申請も可能である。 

 

①経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 郵便番号１００－８９０１ 

電話０３－３５０１－１５１１（代表）２６３１～３（内線） 

０３－３５０１－３７５２（直通） 

 

 (2) 申請書類 

申請書類は、関税法第６９条の４第１項の規定による経済産業大臣に対

する意見の求めに係る申請手続等に関する規則（平成１８年経済産業省令

第６号。以下「規則」という。）第２条に規定する以下のものとし、提出部

数は正本１通及び正本の写し６通とする。なお、一つの商品等表示につい

て複数の事項の経済産業大臣の意見を求める場合は、事項毎に申請書を別

にすること。 

① 規則第２条第１項各号に規定する事項を記載した申請書 

② 関税法第６９条の４第１項又は第６９条の１３第１項の規定により

申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠 

③ 規則第２条第１項第４号の意見を求める理由を明らかにする資料 

④ 規則第２条第３項各号に規定する以下の書類 

一 申請者が個人である場合にあっては、申請の日前３月以内に作成
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された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し（外国人にあって

は、外国人登録証明書の写し若しくは市区町村が申請の日前３月以

内に発行した外国人登録原票記載事項証明書又は在留資格を証する

その他の書類で申請の日前３月以内に作成若しくは記載されたも

の）並びに印鑑証明書又はこれに準ずるもの 

二 申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又は

これらに準ずるもの及び登記事項証明書（その法人の登記がある場

合に限る。）並びにその法人の代表者又は管理人から委任を受けた

責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面 

 

２．申請書の記載方法 

(1) 規則第２条第１項第３号に規定する「商品等表示の内容」の記載方法は、

以下のとおりとする。 

申請書の記２の所定の欄に申請書に係る商品等表示（申請者の業務に係

る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営

業を表示するものをいう。不正競争防止法第２条第１項第１号参照）を記

載すること。申請書の記２の所定の欄に記載できない場合は、別紙を用い

て記載すること。商品等表示を記載したものとして、当該商品等表示の写

真、カタログ等を提出することができる。 

なお、参考として、当該商品等表示を使用した主な商品又は当該商品の

写真、カタログ等を提出すること。 

(2) 規則第２条第１項第３号に規定する「商品の形態の内容及び商品名」の

記載方法は、以下のとおりとする。 

① 商品の形態の内容 

申請書の記２の所定の欄に申請者に係る商品の形態を図示したもの

を記載すること。この場合、当該商品の機能を確保するために不可欠

な形態でない部分を明らかにすること。申請書の記２の所定の欄に記

載できない場合は、別紙を用いて記載すること。商品の形態を図示し

たものとして、当該商品の写真、カタログ等を提出することができる。 

② 商品名 

申請書の記２の所定の欄に申請者に係る商品の名称を記載すること。

この場合、対象となる商品の総称ではなく、個々の品目の型番（例え

ば、商品の色彩により型番が異なる場合には、それぞれの型番）を記

載すること。 

なお、参考として、当該商品又は当該商品の写真、カタログ等を提

出すること。 

(3) 規則第２条第１項第４号に規定する「意見を求める理由」の記載方法は、

以下のとおりとする。なお、規則第２条第３項に規定する「第１項第４号

の理由を明らかにする資料」とは、「意見を求める理由」の根拠となる資

料のことである。 

① 規則第１条第１号に規定する事項について経済産業大臣の意見を求

める場合は、申請書の記３の所定の欄に、関税法第６９条の４第１項の

規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請の場合にあっては、
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「申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が輸出先の国又は地域

の需要者の間に広く認識されているものであること」、関税法第６９条

の１３第１項の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請の場

合にあっては、「申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が全国の

需要者の間に広く認識されているものであること」の理由を記載するこ

と。 

この場合、商品等表示の内容を具体的に説明し、「商品等表示である

こと」、「申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示であること」、

「商品等表示が輸出先の国又は地域の需要者の間に広く認識されてい

るものであること」、「商品等表示が全国の需要者の間に広く認識されて

いるものであること」等について、それぞれ具体的にその理由を明らか

にすることにより、関税法第６９条の４第１項の規定による経済産業大

臣の意見を求める旨の申請の場合にあっては、「申立不正競争差止請求

権者に係る商品等表示が輸出先の国又は地域の需要者の間に広く認識

されているものであること」、関税法第６９条の１３第１項の規定によ

る経済産業大臣の意見を求める旨の申請の場合にあっては、「申立不正

競争差止請求権者に係る商品等表示が全国の需要者の間に広く認識さ

れているものであること」の理由を明らかにすること。申請書の記３の

所定の欄に記載できない場合は、別紙を用いて記載すること。 

② 規則第１条第２号に規定する事項について経済産業大臣の意見を求

める場合は、申請書の記３の所定の欄に、関税法第６９条の４第１項の

規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請の場合にあっては、

「輸出先の国又は地域において申立不正競争差止請求権者に係る商品

等表示が著名なものであること」、関税法第６９条の１３第１項の規定

による経済産業大臣の意見を求める旨の申請の場合にあっては、「国内

において申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が著名なもので

あること」の理由を記載すること。 

この場合、商品等表示の内容を具体的に説明し、「商品等表示である

こと」、「申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示であること」、

「輸出先の国若しくは地域又は国内において商品等表示が著名なもの

であること」等について、それぞれ具体的にその理由を明らかにするこ

とにより、関税法第６９条の４第１項の規定による経済産業大臣の意見

を求める旨の申請の場合にあっては、輸出先の国又は地域において、関

税法第６９条の１３第１項の規定による経済産業大臣の意見を求める

旨の申請の場合にあっては、国内において「申立不正競争差止請求権者

に係る商品等表示が著名なものであること」の理由を明らかにすること。

申請書の記３の所定の欄に記載できない場合は、別紙を用いて記載する

こと。 

③ 規則第１条第３号に規定する事項について経済産業大臣の意見を求

める場合は、申請書の記３の所定の欄に「申立不正競争差止請求権者に

係る商品の形態が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でな

く、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算し

て３年を経過していないものであること」の理由を記載すること。 
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この場合、商品の形態の内容を具体的に説明し、「商品の形態である

こと」、「申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態であること」、

「商品の形態が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でない

こと」、「当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して

３年を経過していないものであること」等について、それぞれ具体的に

その理由を明らかにすることにより、「申立不正競争差止請求権者に係

る商品の形態が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、

かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して３

年を経過していないものであること」の理由を明らかにすること。申請

書の記３の所定の欄に記載できない場合は、別紙を用いて記載すること。 

④ 規則第１条第４号に規定する事項については、輸出又は輸入差止申

立てを行おうとする物品が申立不正競争差止請求権者の営業上の利益

を侵害すると認める理由を記載すること。 

  この場合、予想される輸出者又は輸入者の氏名、侵害態様、経緯等

を記載するとともに、特に以下の事項を明確に記載すること。 

(a) 輸出又は輸入差止申立てを行おうとする物品が不正競争防止法第

２条第１項第１号に掲げる行為を組成する物品（以下「周知表示冒

用物品」という。）であると思料する場合には、次の事項 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示に対応させた周知表

示冒用物品の特定及び説明 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示と周知表示冒用物品

の表示とを対比して説明した、周知表示冒用物品の表示が不正競

争防止法第２条第１項第１号に規定する「同一若しくは類似の商

品等表示」に該当する理由 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示を使用した商品と周

知表示冒用物品とを対比して説明した、周知表示冒用物品が不正

競争防止法第２条第１項第１号に規定する「混同を生じさせる」

商品に該当する理由 

(b) 輸出又は輸入差止申立てを行おうとする物品が不正競争防止法第

２条第１項第２号に掲げる行為を組成する物品（以下「著名表示冒

用物品」という。）であると思料する場合には、次の事項 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示に対応させた著名表

示冒用物品の特定及び説明 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示と著名表示冒用物品

の表示とを対比して説明した、著名表示冒用物品の表示が不正競

争防止法第２条第１項第２号に規定する「同一若しくは類似の商

品等表示」に該当する理由 

(c) 輸出又は輸入差止申立てを行おうとする物品が不正競争防止法第

２条第１項第３号に掲げる行為を組成する物品（以下「形態模倣品」

という。）であると思料する場合には、次の事項 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態に対応させた形態模

倣品の特定及び説明 

・申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態と形態模倣品とを対
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比して説明した、形態模倣品が不正競争防止法第２条第５項に規

定する「模倣する」に該当する理由 

 

３．理由を明らかにする資料 

(1) 規則第１条各号に規定する事項に関する裁判所の判決書若しくは仮処分

決定通知書又は弁護士若しくは弁理士が作成した鑑定書を、規則第２条第

３項に規定する「理由を明らかにする資料」として提出することができる。 

(2）申請者が規則第１条第１号から第３号までに対応する各不正競争行為に

関する不正競争防止法上の請求主体性を有していることを明らかにする資

料を提出すること。 

(3) 規則第１条第１号に規定する「需要者の間に広く認識されている」及び

同条第２号に規定する「著名」の判断は、裁判では、商品の性質・種類、

取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に

判断しており、例えば以下のような資料が参考とされている。 

① 販売実績に関する資料 

販売額、販売数量、販売機関、販売地域、市場占有率 

② 販売主体に関する資料 

会社の規模、従業員の数、支店の数、特約販売店の数、同種商品の

販売業者の数 

③ 宣伝に関する資料 

商品等表示の使用の態様、ポスター、新聞、テレビ、雑誌等の宣伝

媒体への掲載回数、広告宣伝費用、宣伝媒体の規模 

④ その他 

アンケート結果、ブランド辞典への掲載 

(4) 規則第１条第４号に規定する「申立不正競争差止請求権者の申立てに係

る侵害の事実を疎明する」ための資料として、特に以下の資料を提出する

こと。 

① 輸出又は輸入差止申立てを行おうとする物品が周知表示冒用物品又

は著名表示冒用物品であると思料する場合には、以下の資料を提出す

ること。 

(a) 周知表示冒用物品又は著名表示冒用物品に係る商品等表示を記載

したものとして当該商品等表示の写真、カタログ等 

(b) 申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示を使用した商品と周

知表示冒用物品又は著名表示冒用物品を識別することができるサン

プル、写真、カタログ、図解したものその他の識別方法 

   ② 輸出又は輸入差止申立てを行おうとする物品が形態模倣品であると

思料する場合には、以下の資料を提出すること。 

(a) 形態模倣品の外形的特徴等を示す資料（サンプル、型番又は型式

等を示す資料） 

(b) 申立不正競争差止請求権者に係る商品と形態模倣品を識別するこ

とができるサンプル、写真、カタログ、図解したものその他の識別

方法 

(c) 形態模倣品を輸出又は輸入しようとする者が、当該形態模倣品を
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譲り受けた時にその物品が申立不正競争差止請求権者に係る商品の

形態を模倣したものであることを知っていることを証する書類（例

えば、申立不正競争差止請求権者から形態模倣品を輸出又は輸入し

ようとする者に対して発した警告書の写し） 

(5) 規則第２条第３項に規定する「理由を明らかにする資料」には、各資料

により明らかにしようとする事実を具体的に明示する目録を添付して提出

すること。 

 

(6) 「資料」及び「目録」の提出は、電磁的記録（磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ

ＯＭ等）に保存したものを併せて提出すること。 
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別記様式第１  
申請書  

 
年月日  

 
経済産業大臣 殿  
 
         申請者  
          住所  
          氏名（名称及び代表者又は管理人の氏名） 印  
           （連絡先）  
            担当者  
            電話番号  
            ＦＡＸ番号  
 
 関税法第６９条の４第１項（同法第７５条において準用する場合
を含む。）の規定により、下記のとおり、経済産業大臣の意見を求
めます。  
 

記  
 
１．意見を求める事項（該当事項に○をつける）  
 （  ）申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が輸出先の国

又は地域の需要者の間に広く認識されているものであるこ
と。  

 （  ）申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が著名なもの
であること。  

 （  ）申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態が当該商品の
機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商
品が日本国内において最初に販売された日から起算して３
年を経過していないものであること。 

 （ ）申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段が特定の
者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの
実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないた
めに用いているものでなく、かつ、営業上用いられている
ものであること。 

 （ ）申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段が特定の
者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの
実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないた
めに営業上用いているものであること。 

 （○）関税法第６９条の４第１項（同法第７５条において準用す
る場合を含む。）の規定により申立不正競争差止請求権者
が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止
請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると
認められるものであること。  

 
２．商品等表示の内容（関税法第６９条の４第１項の規定による経

済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則第
１条第３号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては商
品の形態の内容及び商品名、同条第４号又は第５号に掲げる事項
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について意見を求める場合にあっては技術的制限手段の内容）  
 
３．意見を求める理由  
 
４．その他参考となるべき事項  
 
（備考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  
    ２．氏名を記載し、押印することに代えて、署名すること

ができる。この場合において、署名は必ず本人が自署す
るものとする。  

３．関税法第６９条の１３第１項に基づく申請書の場合に
は、「関税法第６９条の４第１項(同法第７５条において
準用する場合を含む。)」を「関税法第６９条の１３第１
項」に、「輸出先の国又は地域の需要者」を「全国の需
要者」とする。 
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（例）
資料目録

年 月 日

住所
氏名（名称及び代表者又は管理人の氏名） 印

作 成
資料番号 標 目 年月日 作 成 者 明らかにしようとする事実

（注）１．作成年月日の欄には、標目の欄に記載した資料が作成された
年月日を記載すること。例えば、標目の欄に記載した資料が雑
誌である場合には、当該雑誌が発行された年月日を記載するこ
と。

２．作成者の欄には、標目の欄に記載した資料の作成者を記載す
ること。例えば、標目の欄に記載した資料が雑誌である場合に
は、当該雑誌を発行した出版社を記載すること。


